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注）以下に掲載された図で業界の資料から引用された図に対してはピンクの枠を付けて識

別した。 

1.欠陥周辺健全部の幅

図 H.1.1 

API 規格では、両側の健全部の範囲として図 H.1.1 で示すような 1.8√Dit といった値を使

っておらず間違いである。平板に対する両側の健全部の範囲としては、API 規格（D.3.4）

では肉厚 t（欠陥の両側にそれぞれ t で全体で 2t）を考えている。具体的に示すと以下で

ある。 
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図 H.1.2 

 

図 H.1.2 から、API 規格の平板での欠陥を補強する健全部幅は、上記から Willoughby 提案

通 り に 欠 陥 の 両 端 に そ れ ぞ れ ｔ  の 幅 を 考 え て い る （ Willoughby,A.A. and 

Davey,T.G., ”Plastic collapse in Part – Wall Flaws in Plates,” ASTM STP 1020, 
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1989, pp. 390-409）。この考え方は p-M 法でも採用されているのと同じである。ただし、

p-M 法では a/t が大きくなるに従い、補強する健全部幅を狭く補正していることが大きな

違いであり、その結果、原子力容器に対する減肉評価（ASME Sec.XI Code Case N-597-2）

と良い一致を見ている。結論的には、API 規格で使用する Maxey(Kiefner) の Ms が大径管

で非安全側の評価を与えることを言い逃れるために欠陥を補強する健全部幅として石連・

石化協がき裂先端の降伏域長さ Ce や 応力集中の影響を受けない距離 Lmsd を持ち出した

ようなことを API 規格ではしていない。 

 

欠陥周辺の補強する健全部幅として、き裂先端の降伏域長さ Ce や 応力集中の影響を受

けない距離 Lmsd を考えている FFS 規格は、世の中に存在しないし（API規格、BS 規格、

p-M 法など）、論理的におかしい。 

 

2. Maxey(Kiefner)の Ms の定義 

 
図 H.2.1 

 

Ms の導出過程として Maxey(Kiefner)のモデルを示しているが、この導出過程からは欠陥の

断面減少効果（正確ではないが）を示している。更に図 H.2.1 の式（あるいは下の図 H.2.2

の(4.6)式）のように Ms=Luc/LDc で定義すると、右辺の値は実験から求めることになり、欠

陥による断面減少効果＋バルジング効果の双方が入ることになる。したがって、図 H.2.2 の

(4.6)式で定義された Maxey(Kiefner)の Ms が「バルジング効果」であるとする図 H.2.3 で

示す API579 規格の 9C.1.4 での定義と Maxey（Kiefner）の Ms の式との間に整合性がない。 

（Chellの Msをこの定義に従い平板の参照応力(Willoughby)に導入すればｐ-M法の式とな

る。→言ってみれば、API の 9C.1.4 とｐ-M 法は整合していると言える） 
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図 H.2.2 

 

図 H.2.3 

 

Kiefner

sM 等の修正係数は、API 規格の 9C.1.4 で”approximation”であると述べているよう

にあくまでも近似的取り扱いである。この近似的取り扱いをする係数が、材料強度を決め

るクライテリオンとして考えるのは「材料強度学的にあり得ない考え方」である。 

図 H.2.1 で「1)許容応力の安全裕度は、国内表記は 4、海外は 3.5」と書いているが、許容

応力を決める際の引張応力に対する安全裕度 SF1が異なれば、肉厚は当然異なるが、許容さ

れる減肉欠陥寸法の肉厚比も違うはずである。同じことを API 規格の減肉欠陥評価を作成

した Osage も８．で記しているように安全裕度 SF1が異なることにより RSFa は変わるべき

と述べている。 

すなわち、引張応力に対する安全裕度 SF1が異なれば、それに応じて図 H.2.4 のように許容

される減肉欠陥寸法の肉厚比は変わるべきである。 
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図 H.2.4 

 

API 規格の図 H.2.2 の Maxey(Kiefner)の Ms(4.6)式がどのような場合でも成立つと考える

ことは間違っている。例えば、図 H.2.2 の(4.6)式で、左辺と右辺が一致すると定義してお

きながら、鋼によっては、図 H.2.5 の右下の図で示されるように左辺と右辺が全く一致し

ないことからも明らかである。 

 

減肉欠陥評価に使用する Maxey(Kiefner)の Ms（
Kiefner

sM ）の定義は、幾何学形状と破壊特

性比との関係を示しており、限定された材料と条件で合うだけで、多様な条件下（材質、温

度、管径、欠陥形状など）において普遍的に成立する関係ではない。 
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図 H.2.5 

 

3.破壊評価線図と Mt の考え方 

 

図 H.3.1 
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2021.7.7 第５回高度化分科会議事録における FAD 線図に関するコメントの抜粋を以下に示

す。 

 
図 H.3.2 

 

高度化分科会参加者からの図 H.3.2 で示すコメントは、業界が図 H.3.1 でダグデールモデ

ルを使って塑性崩壊を説明しょうとしていることから来ていると考えられる。その理由は、

ダグデールの式は FAD線図の縦軸の議論であり、横軸の Lr の議論とは別のものであるから

である。したがって、図 H.3.1 のようにダグデールの式を出して塑性崩壊の議論をするこ

とは、FAD 線図の縦軸と横軸とを混乱して扱っていることに他ならない。 

 

図 H.3.3 

 

FAD 線図の縦軸と横軸とを混乱して考えていることは、図 H.3.3 での 2021.7.7 第５回高度

化分科会の業界側の発言で、「弾塑性モデルで書いて、き裂の先端が降伏して広がっていき

ました、これで破壊している話をしているので、塑性崩壊でよいと我々は考えている。」と

の発言から明らかである。さらに、2021.7.7.高度化検討分科会の議事録に、一学識経験者

による発言で、図 H.3.4 に示すように「ダグデールモデル（き裂）による塑性崩壊の解釈は

非常に正しい」と述べている点も同様であり、認識が間違っている。 
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  （2021.7.7.第５回高度化検討分科会の議事録より） 

図 H.3.4 

 

すなわち、FAD 線図の横軸の Lr（＝σref/σy）の議論（すなわち塑性崩壊条件）については、

参照応力と降伏応力の比で与えられており、図 H.3.1 に示すようなダグデールモデル（K, 

Kc などが入った式）とは全く関係がない。 

横軸の Lr は、引張応力だけを考えたときは、「参考 1）ネット応力概念」を用いて議論すべ

きである。そのときには、塑性崩壊荷重 N は次式で与えられる。 

( 2 ) yN t a   (H.3.1) 

すなわち、 

ネット応力
2




net

N

t a
   (H.3.2) 

塑性崩壊条件： 

: 1  net
net y r

y

L


 


  (H.3.3) 

ここで、N は負荷荷重で両側に欠陥（深さ a）がある単位厚さ１の板でネット応力σnetが降

伏応力σyに到達したときに塑性崩壊するという考え方である。 

ただし、引張応力が単独で必ずしも作用することはないので、曲げ応力が存在するときに

は、曲げ応力を考慮したリミットロードアナリシスを行って導かれる参照応力σrefをネッ

ト応力の代わりに用いて、Lr（＝σref/σy）がその材料の特性値に到達したら塑性崩壊す

るとして扱うことがなされる。この議論にダグデールモデルは全く関係ない。 

 

減肉欠陥の塑性崩壊条件に対して FAD 線図の FAC（Fracture Assessment Curve）を与える

ダグデールモデルで議論するのは本質的に間違っている。 

 

 

4.減肉評価に特化した評価規格：き裂と減肉を区別するための寸法制限規定 



10 

 

 

図 H.4.1 

 

WES2820 では、減肉欠陥評価をするに当たり、き裂と減肉を区別するための寸法制限規定と

して、図 H.4.1 では、欠陥の先端半径が gr≧gd であることを要求している。これは、減肉

欠陥を対象とするときにはき裂状欠陥は対象外であることを意味している。これまで、図

H.3.3 および図 H.3.4 で、き裂状欠陥に対するダグデールモデルで減肉欠陥の塑性崩壊評

価をして良いとの主張を変えてきており首尾一貫性がない。 

 

図 H.4.1 で「RSFa=0.9 で安全は担保」と書いているが、厳密には正しくないことをこれま

で何度も指摘している（例えば、温度依存性、大径管での不具合、応力（参照応力）を低く

見積もるなど）、図 H.4.2 に示すように、欠陥の安全性を検討するには、次の 2 点が重要で

あり、両者を一緒に混同させて議論してはならない。 

（１）材料力学的検討：欠陥の存在に対する正確な力学的な評価（参照応力解） 

（２）材料強度学的検討：安全限界をどこに設定するかの正しい「クライテリオン」を定め

る 

しかし。API 規格では(1)参照応力評価が不適切であり、（2）クライテリオンとして、材料

特性の入っていない欠陥形状で決まる RSFを使っており、規格として妥当性を欠いている。 
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図 H.4.2 

 

RSF(1/
Kiefner

sM )≧RSFa(=0.9)としているから安全であるとは、厳密には言えない。RSF が正

しく評価されていない（例えば、温度依存性、大径管での不具合、応力（参照応力）を低く

見積もるなど）ために、危険側評価をする場合がある。 

 

5.FAD 線図の横軸の議論―欠陥前方の残余領域にかなりの塑性域を許容できるのか 

Lr（＝σref/σy）がその材料のある特性値に到達したら塑性崩壊すると述べたが、図 H.5.1

のような yield plateau（下降伏状態がダラダラと続く）挙動を示す材料があることを、広

範囲な材料を対象とする規格としては当然考慮する必要がある。このために BS 7910:2019

や API 規格ではσflow=σy（すなわち、Lr=1）でカットオフをしている。なお、Lr＞1とする

ことは、構造設計規格がリミットロードアナリシスを行い、クライテリオンとしてσyをベ

ースで決めているので、FFS 規格といえども構造設計規格での降伏応力に対する安全裕度を

割ることは許されないと考える。欠陥がないときの安全裕度に比べて欠陥が入ったときに

安全裕度を大きくするのであれば理解できるが、欠陥が入った途端に切り下げることは常

識的にはあり得ない考え方である。さらに、Lr＞1 の値を採用すると、欠陥の前方に塑性変

形を許容することになり、FFS 規格として安全上認めるべきではない。 
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図 H.5.1 

なお、仮に、ダグデールモデルで、σflow (=(σult +σy)/2 として、図 H.5.3 で OFC の弾完

全塑性体で考えて、Lr_cut off＝σflow/σｙ>1 とすると、図 H.5.2 から明らかなように「許容

される領域」が「非許容される領域」のかなり領域まで広がることになり、危険側評価とな

る。このことからも、FAD 曲線に Lr_cut off＝σflow /σｙ>1 の場合としてダグデールモデルを

持ち出すのは間違っている。 

 

図 H.5.2 
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現行の構造設計規格においては、塑性崩壊に対しては降伏応力σy に対しての安全裕度

SF2=1.5 を取っている。これは、そのような安全裕度を保っていれば、構造体は大きな塑性

変形を伴わずほぼ弾性変形内で使用されることを期待して定めているからである。そのた

め、世界中の構造設計規格において、引張応力の安全裕度 SF1はこれまでに変化してきてい

るが、降伏応力の安全裕度 SF2に対してはこれまで変化はなく、1.5 で一定であるのは、そ

の理由による。 

仮に、Lr＞1の値を採用すると、欠陥の前方にかなりの塑性変形を許容することになり、装

置に大きな変形が生じることが懸念される（地震などの曲げ負荷を受けて大きく変形して

破壊するなど）。また、装置を長期間問題なく使用し続けるためには、稼働中の荷重によっ

て生じる塑性変形によって起き得る使用環境からの影響を含めた新たな損傷（例えば SCC

や疲労き裂など新たなき裂の発生など）による不具合の要因を排除するためには、降伏応

力への安全裕度 SF2=1.5 を加味して Lr＝1 で抑えるべきと考えられる。 

図 H.5.1 のように図 H.5.3（a）の yield plateau（降伏応力がダラダラと続く）材料に対

して、本来 OPB 曲線で考えるべきところをσflow(=(σult+σy)/2)の弾完全塑性体と考え

て、OFC のように考えて良いと考える人はいないと思われる。あるいは、極端に考えて、

σflow(=σult)の弾完全塑性体と考えて、OGB のように考えて良いと考える人はいないと思

われる。 

仮に yield plateau を示さない材料であっても、図 H.5.3（b）で OFC の弾完全塑性体で考

えることから PF間で塑性変形を認めることになるために前述のように欠陥前方にかなりの

塑性変形を生じることになる。このことは、前述のように構造設計規格の塑性崩壊限界を

与える降伏応力σy の安全裕度 SF2＝1.5 を切り下げることを意味しており受け入れ難い。

さらに、以下に述べるような問題が生じると考えられる。 

 

 

  図 H.5.3 
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FFS 規格が対象とする機器は、多種多様な環境で使われているために、その材料選定が極

めて重要である。そこで材料選定がどのように行われているかというと、一例ではある

が、図 H.5.4 のように NACE の”Corrosion Data Survey”が利用されている。この選定で

用いられる材料は、全て塑性変形を受けていない材料が対象であって、塑性変形を受けた

場合には腐食速度や割れ発生、ピッテング発生特性などが NACE 表で示される特性とは異

なると考えられるので、欠陥先端の残余領域にかなりの塑性変形を有したまま継続使用す

ることは認め難い（例えば、アミン環境での炭素鋼の応力腐食割れ(SCC)防止としては、

溶接によって塑性変形を受けた場合には PWHT（Post Weld Heat Treatment）を行って、 

残留応力軽減を図ることが要求されるなど、塑性変形については細心の注意を図らなけれ

ばならないのが実情である）。 

 

 

図 H.5.4 

 

減肉欠陥の前方の残余領域にかなりの塑性変形を生じることを許すようなクライテリオンを

採用すると構造設計規格の塑性崩壊限界を与える降伏応力σy の安全裕度 SF2＝1.5 を切り下

げることを意味しており受け入れ難い。さらに、欠陥先端の残余領域にかなりの塑性変形を

有したまま継続使用することは、対象とする機器が多種多様な環境で使われることを考える
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と使用環境からの影響を含めた新たな損傷が生じる可能性が高くなるので認め難い。 

 

6.FFS 規格における基準としては、破壊（破裂）か全断面降伏か 

図 H.6.1 に示すように、Maxey(Kiefner)の Ms の妥当性を示すために、破壊（破裂）データ

と比較している。すなわち、このことから API 規格は、破壊（破裂）を基準にして考えてい

ることを示している（図 H.2.1 で「API 法は破裂圧を基準として裕度を考える評価方法であ

る」と明記している）。しかし、破壊（破裂）に至る前には、欠陥前方での残余領域で全断

面降伏しているはずであり、5.で指摘しているように、非常に危険である。安全上、破壊を

基準とするのではなく、破壊に至る前の残余領域での全断面降伏を基準とすべきである。 

 

図 H.6.1 

 

「API 法は破壊圧を精度よく予測できる」と記しているが、RSF(=1/
Kiefner

sM )が多様な条

件下で精度よく評価できないことと、材料特性の入っていない幾何学形状で決まる RSF だ

けで考えて RSFa=0.9 以上を合格値としたとしても安全上の疑義が生じる。 

 

 

 

7.API 法の考え方の概要(2) 
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図 H.7.1 

 

図 H.7.1（ケース１：λ=0.193, Ms=1.07, RSF=0.94, ケース 2：λ=0.642, Ms=1.33, 

RSF=0.75, ケース 3：λ=25.7, Ms=4.68, RSF=0.21）からは、図 R.4 で示されるような

Rt-λ関係を説明していると考えられる。すなわち、欠陥長さ 2c が大きくなるとλ

（ 1.428 / ic R a )が大きくなって、欠陥周りの健全部の補強効果は小さくなるために、

許容される欠陥寸法が小さくなることを説明していると考えられる。 

API 規格で使用している Maxey(Kiefner)の Ms を使用すると、図 H.7.1 の例示に従えば、

Ri/t＝50 の場合には、2c=100mm のケース２では RSF=0.75<RSFa(=0.9)でこの a/t=0.8 の深

い欠陥は許容されないと判定されるが、仮に大径管で例えば Ri/t=500、2c= 100mm のとき

には、RSF=0.93＞RSFa(=0.9)となり、a/t=0.8 の深い欠陥であっても許容されると判定さ

れることになる。すなわち、Maxey(Kiefner)の Ms は、石連・石化が主張するような理論

式ではなく（理論式であれば、大径の場合も正しく評価される）、小径管に対して経験的

(empirical)に導かれた式であり、その妥当性（特に汎用性）に問題がある。 

 

API 規格において用いられている、API 規格の Maxey(Kiefner)の Ms による大径管での不具

合は、図 H.7.2 および図 H.7.3 で示される。その特性は欠陥長さに依存するが、例示とし

て 2c=30mm の場合の参照応力σrefの負荷応力σmとの比の a/t 依存性を示したのが、図

H.7.2 である。大径（Ri/t 大）になると、API 規格の Maxey(Kiefner)の Ms を使用した参

照応力σrefには a/t 依存性が現れなくなり、本来 Ri/t が大きい場合は平板と見做せる場

合に比べても参照応力σrefが極めて小さく評価されて危険側の評価を与える。なお、図
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H.7.2(a)のように径が大きくないときには、バルジング効果によって平板の参照応力に比

べて円筒の参照応力の方が僅かに増加する。しかし、Msは「応力の補正係数」であるの

で、その増加分は大きくなく、図 H.7.2(b), 図 H.7.2(c)と径が大きくなるに従い、その

効果は見られなくなる。したがって、Ms は、API 規格の図 H.2.2 の(4.6)式のような安全

限界をどこに設定するかといったクライテリオンのような役割はこの点からも全くない。 

 

 

図 H.7.2 

 

API 法における、減肉欠陥の許容基準は、RSF（1/
Kiefner

sM ）/≧RSFa(=0.9)のときに許容さ

れると判定される（API規格 2.4.2.2 (2.3)式）。したがって、a/t=0.8 での図 H.7.3 の例

で示されるように、大径管になると RSF（1/
Kiefner

sM ）/≧RSFa(=0.9)の条件を満たす減肉

欠陥の長さは大きくなり、極めて危険側の判定を与える。同じく大径管(D が大きい管)で

は、図 H.7.4 に示すように API 法は、欠陥があって（噴破している欠陥であって）も応力

は欠陥がないときの値となり危険サイドの評価となることから、受け入れ難い。 

 

API 法では、大径管で仮に板厚貫通して噴破しているような欠陥であっても、欠陥がない

ときの参照応力となり得る（安全であるとの判定となる）場合があり、このような参照応

力評価を欠陥評価の基礎式とする規格は到底受け入れ難い。 
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     図 H.7.3 

 

図 H.7.4 

 

8. 減肉容器崩壊圧/健全容器崩壊圧の減肉の深さ依存性 
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図 H.8.1 

 

図 H.8.1 の結果は、崩壊（破裂）荷重による評価である。崩壊（破裂）荷重においては、

欠陥周りのかなりの領域が塑性変形した後に生じる。この崩壊（破裂）荷重に至る前に、

欠陥前方の残余領域は全断面降伏をしているので、FFS 規格としては全断面降伏条件を捉

えて、全断面降伏を未然に防ぐべきである。FFS 規格として崩壊（破裂）荷重を捉える

API 法のような規格を採用した場合、欠陥前方の残余領域が全断面降伏していても、その

ままその欠陥は許容して継続使用してよいことになり、そのような規格は FFS規格として

は絶対に認められない。「5. FAD 線図の横軸の議論―欠陥前方の残余領域にかなりの塑性

域を許容できるのか」で述べたように、そのような状態を許容して継続使用することは許

されない。図 H.8.1 の結果は崩壊（破壊）荷重の評価であって、欠陥前方の残余領域が全

断面降伏するかどうかの判定には使えない。欠陥前方の残余肉厚領域での塑性域を許容す

るかについての検討は力学的なつり合いに基づくリミットロードアナリシスによって行う

べきである。構造設計規格（健全容器）では、リミットロードアナリシスにより、シェル

部材が全断面降伏しないように設計している。弾性変形に留まる限りにおいては、安全性

（装置が大きく変形することなく、適正な材料選定により使用環境からの影響を排除でき

る）は確保できるという思想である。これに対して、欠陥が入った途端に欠陥前方の残余

肉厚領域で全断面降伏するかどうかの判定ができない API 法の式は極めて危険である。

欠陥前方の残余肉厚領域のかなりの領域で塑性変形を許容することは受け入れ難い。使用

中の外力（内圧）によって生じる塑性変形を欠陥前方の残余肉厚領域に許容することは、

減肉欠陥によって装置に大きな変形が生じる危険性がある。そのうえ、装置を長期間使用

したときに、外力（内圧）によって塑性変形を受けた状態の使用環境等からの新たな損傷
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（例えば新たなき裂の発生など）を受けることによって不具合の要因となる可能性がある

ことから到底受け入れ難い。なお、欠陥前方にこのような広い塑性変形を生じたとして

も、利用者はその事実を知ることなく、装置を使用続けることを許すことになり得る API 

法による評価は極めて危険である。 

 

API 法は、破壊（破裂）条件を基準とし、そこに安全裕度（RSFa=0.9）を考えている。破

裂条件も材質、管形状、欠陥形状、温度などに影響を考えると正しいとは限らない。ま

た、破壊（破裂）条件に対して RSFa=0.9 の安全裕度を考えたとしても、欠陥前方の残余

領域にかなりの塑性変形を生じることがあり、利用者はその事実を知ることなく、装置を

使用続けることを許すことになり得るため極めて危険である。 

 

 

9.塑性崩壊は降伏点だけでは決まらない 

 

図 H.9.1 




